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   大型車の車輪脱落事故防止に係る令和７年度緊急対策の実施について 

 

 平素は、当協会の交通安全対策の推進に対し、格別なご協力を賜り厚くお礼

申し上げます。 

 さて、大型車の車輪脱落事故防止につきましては、平成３０年度より事故防

止のための緊急対策を実施して積極的に取り組んでおりますが、令和６年度の

発生件数は全国で１２０件（うち人身事故は３件）となり、前年度より２２件

減少したものの依然として多くの車輪脱落事故が発生しております。 

 本年も国土交通省物流・貨物流通事業課長、安全政策課長及び自動車整備課

長の連名により「大型車の車輪脱落事故防止に係る令和７年度緊急対策の実施

について」が発出されたことを受け、別添のとおり北海道トラック協会実施要

領を作成しました。 

 つきましては、貴協会におかれましても本運動の趣旨を十分にご理解の上、

本運動の推進にご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、本運動につきましては、ホームページお知らせに掲載する等、会員事

業者への周知を図ります。 

 

以  上  



令和７年１０月  

公益社団法人 北海道トラック協会  

 

事業用貨物自動車の車輪脱落事故防止に係る令和７年度対策の実施 

～北海道トラック協会実施要領～ 

 

１ 現状 

大型車の車輪脱落事故防止については、平成３０年度より事故防止のため

の緊急対策を実施して積極的に取り組んでいるところであるが、令和６年度

の発生件数は全国で１２０件（うち人身事故は３件）となり、前年度より

２２件減少したものの依然として多くの車輪脱落事故が発生している。 

  車輪脱落事故は、例年冬用タイヤへの交換から１～２か月後の発生が大半

を占めており、積雪予報が発せられた直後に脱着作業が集中し、作業ミスが

発生しやすい状況にある。 

 

２ キャンペーン実施期間 

  令和７年１０月から令和８年３月末 

 

３ 実施事項 

  北海道トラック協会及び各地区トラック協会は、期間中、あらゆる機会を

とらえ重点的に取り組むものとする。 

 ⑴ これまで取り組んできた車輪脱落事故防止に係る下記実施事項について、

引き続き取り組むよう周知徹底を図る。 

  ① 整備管理者は、適切なタイヤ脱着作業の実施を確保するため、次の事

項を徹底する。 

   ・ 作業日程及び作業時間に余裕を持った計画的な作業を実施する。 

   ・ 自社でタイヤ交換作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施さ

せる。 

  ② 事業者は、車輪脱落事故防止のための「お・と・さ・な・い」のポイ 

ントについて、社内の整備管理者、運転者及びタイヤ脱着者に確実に実 

施させること。 

お・・・おとさぬための点検整備 

⇒ 事前の正しい点検が大きな事故を未然に防ぐ唯一かつ最善

な手段 

     と・・・トルクレンチで適正締付 

⇒ 適正なトルクレンチによる規定トルクの締め付け、タイヤ交

換後の増し締めの実施 

さ・・・さびたナットは清掃・交換 

 ⇒ ディスク・ホイール取付面、ホイール・ナット当たり面、ハ

ブの取付面、ホイール・ボルト、ナットのさびやゴミ、追加塗

装などを除去 



な・・・ナット・ワッシャ隙間に給脂 

 ⇒ ホイール・ボルト、ナットのねじ部と、ナットとワッシャの

すき間にエンジンオイルなど指定の潤滑油を薄く塗布し、回転

させてなじませる 

い・・・いちにち一度は緩みの点検 

 ⇒ 運行前に特に脱落が多い左後輪を中心にボルト、ナットを目

視や直接触るなどして点検 

  ③ 整備管理者は、著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、

ディスク・ホイールでは、適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着

作業時に点検・清掃や潤滑剤の塗布を行ってもさびが著しいディスク・

ホイール、引っ掛かり等の異常がありスムーズに回らないホイール・ボ

ルト及びホイール・ナットは使用せず交換すること。 

特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から４年以上経過して

いる車両は入念に確認すること。 

④ 整備管理者は、やむを得ず増し締めを車載工具で行う場合の実施方法

を運転者やタイヤ脱着作業者に指導すること。 

なお、整備管理者は、車載工具で増し締めを行った場合は、必ず帰庫

時にトルクレンチを使用して既定のトルクで締め付けること。 

 ⑵ 依然として、自社でタイヤ脱着作業を行った貨物自動車による車輪脱落

事故が多く発生していることに鑑み、事業者は以下の実施事項を追加して

取り組むこと。 

  ① 整備管理者は、自社で大型車のタイヤ脱着作業を行うときは、作業者

に対して、別紙１のタイヤ脱着作業管理表に沿って作業を実施し、その

結果を記録させて適切なタイヤ脱着作業が行われていることを確認す

ること。 

  ② 整備管理者は、別紙１のタイヤ脱着作業管理表を使用して、タイヤ脱

着作業後の増し締めの実施結果を記録し、確実に増し締めが実施されて

いることを確認すること。 

  ③ 整備管理者は、日常点検実施者に別紙２の日常点検表を使用して「ホ

イール・ナットの緩み及び脱落」「ホイール・ボルト付近のさび汁痕跡」

「ホイール・ナットから突出しているホイール・ボルトの不揃いの確認」

及び「「ホイール・ボルトの折損等の異状」の点検を確実に行わせること。 

なお、ホイール・ナットの緩みの点検については、点検ハンマによる

確認手法やホイール・ナットへのマーキング「（注１）、又はホイール・ナ

ットの回転を指示するインジケーター類を装着し、それらのずれを確認

する手法によりホイール・ナットの緩みの点検（注２）を確実に実施す

ること。 

 ⑶ 北海道においては、降雪時には日常的に融雪剤が使用されており、ホイ

ール、ボルト等の摩耗、腐食が激しいことから、事業者は大型車に限らず、

その他の車両についても大型車に準じ別紙１のタイヤ脱着作業管理表、別

紙２の日常点検表を活用した点検の実施に努めるよう周知徹底を図る。 



 ⑷ 大型車の重点点検において、北海道運輸局各運輸支局から要請されるホ

イール・ナットの緩みの総点検の実施及び結果の報告について、協力する

よう依頼する。 

 ⑸ 広報啓発活動 

  ① ホームページ、ファックス通信、啓発用ポスター、チラシ、全日本ト

ラック協会等で制作した事故防止啓発映像等の活用を促し、整備管理者、

運転者等に周知徹底を図る。 

  ② 整備管理者研修等において、大型車等、事業用貨物自動車の車輪脱落

事故の発生状況を紹介し、適切なタイヤ脱着作業及び脱着後の確実な保

守管理を実施するように周知徹底を図る。 

  ③ 適正化事業実施本部、各地方事務所は、巡回指導を通じて運送事業者

にこれまで取り組んできた前記３の⑴①から④について、引き続き取り

組むとともに⑵、⑶について周知徹底する。 

  ④ 北海道運輸局又は各運輸支局等から実施事項に関する協力依頼があっ

たときは、その取組の実施に協力する。 

注１ ホイール・ナットへのマーキング「（合いマーク）は、目視によりホ

イール・ナットの緩みを確認可能とする措置であるため、以下の点に

留意して施工する。 

   「・ マーキングは、対象となるナットが緩んでいないことを確認し、

施工する必要がある。 

   ・ マーキングは、ボルト、ナットに連続して記入する。 

     できれば、座金、ホイール面まで連続して記入することが望ま

しい。 

   ・ マーキングは、増し締め実施後に施工する。 

     タイヤ脱着時にマーキングを施工したときは、増し締め実施後

に再度マーキングを施工する。 

この場合、以前のマーキングを消して新たに施工するか、以前

のマーキングは残し色違いのマーキングを施工するかのいずれ

かによる。 

・ マーキングが確認しやすい色（白色、黄色等）を使用する。 

また、マーキングのずれが目視で判別できるよう適当な太さで

施工する。 

・ マーキングの記入に使用する塗料は、屋外使用に適し、雨や紫

外線等に対して耐久性のあるものを使用する。（例「 油性顔料イン

キ） 

注２  ＩＳＯ方式のホイールにおいて、「ホイール・ナットの緩み」の点

検を、ホイール・ナットへのマーキング又はホイール・ナット回転

指示インジケーター類による会いマークのずれの確認により行っ

ても差し支えない。 



別紙１（様式例）
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ホイール・ボルト、ナット

ホイール・ナットの当たり面、ハブ取付面の
錆やゴミ、泥などを取り除く。

清
掃
の
実
施

ハブ面

ディスク・ホイール取付面の錆や泥、ゴミな
どを取り除く。

ハブのはめ合い部（インロー部）の錆やゴ
ミ、泥などを取り除く。

ディスク・ホイール

タイヤ脱着作業管理表
登録番号又は車番

作 業 実 施 者 名

実施日　令和

整備管理者確認欄

ハブ面

確認・作業内容 結　果
（実施✓・交換×）

ディスク・ホイールの取付面に著しい摩耗や
損傷がないかを確認

実施箇所

年　　月　　日 

ねじ部につぶれや、やせ、かじりなどがない
かを確認

ナットの座面部（球面座）に錆や傷、ゴミが
ないかを確認

ディスク・ホイール

ホイール・ボルト、ナット

ボルト穴や飾り穴のまわりに亀裂や損傷がな
いかを確認

ホイール・ボルト、ナットの錆やゴミ、泥な
どを取り除く。

対角線順に2～3回に分けて締め付けること(最後の締め付けはトルク・レンチで規定トルクで締め付ける)。

油
脂
類
塗
布
の
実
施

ハブ

ホイール・ナットの締め付け

ハブのはめ合い部（インロー部）に、グリー
スを薄く塗布する。

タイヤ脱着後、50～100km走行後の増し締め
を実施する。

保
守

ホイール・ナット

ホイール・ナットの当たり面に亀裂や損傷、
摩耗がないかを確認

溶接部に亀裂や損傷がないかを確認

○

規定の締め付けトルク値は、車両の「タイヤ空気圧ラベル」の近くに表示されています。

座金（ワッシャ）とナットとのすき間にエン
ジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布する。

タイヤ脱着作業時の締め付けトルク値

ねじ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く
塗布する。

ISO方式が対象。ハブのディスク・ホイール取付面、ホイール合わせ面、ホイールと座金（ワッシャ）との
当たり面には、塗装、エンジンオイルなどの油脂類の塗布を行わないよう注意すること。

二硫化モリブデン入りのオイル等は使用しない。また、トレーラの車種によっては潤滑剤の塗布が不要な
箇所もあることに留意すること。

ねじ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く
塗布する。

取
付

点
検
の
実
施

亀裂、損傷がないかを確認

ハブへの取付面とディスク・ホイール合わせ
面に摩耗や損傷がないかを確認

ボルトの伸び、著しい錆がないかを確認

ナットの座金（ワッシャ）が、スムーズに回
転するかを確認

ホイール・ナットの増し締め

この内容に沿ったものであれば、自社の様式を使用してもよい。

ホイール・ボルト

座面部（球面座）にエンジンオイルなどの潤
滑剤を薄く塗布する。

JIS方式が対象。



別紙２（様式例）

踏みしろ

ブレーキのきき

かかり具合

異音

※ 低速、加速の状態

※ 噴射状態

※ 拭き取りの状態

○ 空気圧力の上がり具合

○ 排気音

※ 液量

液量

※ 液量

※ リザーバ・タンク内の液量

※ エンジン・オイルの量

張り具合

損傷

点灯・点滅具合

汚れ

損傷

空気圧

ナット緩み・脱落

ボルト付近さび汁

ボルト突出不揃い、折損

亀裂

損傷

異状な摩耗

※ 溝の深さ

○ タンク内の凝水

※

※

※印の点検は、当該自動車の走行距離・運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。

○印の項目はエア・ブレーキを用いた自動車の点検項目を示す。

□印の点検は、車両総重量８トン以上又は乗車定員30人以上に該当する車両が対象。

注．ディスク・ホイールの取付状態の点検項目が細分化された内容が点検されるようになっていれば、自社の様式を使用してもよい。

ブレーキのリザーバ・タンク

空気圧力計

エア・タンク

点灯・点滅具合、汚れ、損傷

車
の
周
り
か
ら
の
点
検

ブレーキ・バルブ

ウィンド・ウォッシャ・タンク

バッテリ

運
転
席
で
の
点
検

エ
ン
ジ
ン
・
ル
ー

ム
の
点
検

ファン・ベルト

ラジエータなどの冷却装置

潤滑装置

ワイパー

ブレーキ・ペダル

駐車ブレーキ・レバー
(パーキング・ブレーキ・レバー)

原動機(エンジン）

実施日　令和

日常点検表
運行管理者（補助者）確認欄

整備管理者（補助者）確認欄

点検箇所

年　　月　　日 

点検項目
点検結果
(○・×)

登録番号又は車番

点検実施者（運転者）名

ブレーキ・ペダル
ブレーキ・ドラムとライニングと
のすき間

前日・前回の運行におい
て異状が認められた箇所

○

※ かかり具合、異音

ウィンド・ウォッシャ

引きしろ（踏みしろ）

タイヤ

□ ディスク・ホイールの取付状態

亀裂、損傷

ブレーキ・チャンバのロッドのス
トローク

踏みしろ、ブレーキのきき

灯火装置（前照灯・車幅灯・尾灯・
制動灯・後退灯・番号灯・側方灯・
反射器）、方向指示器

※ 張り具合、損傷


